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取組の概要 

 平成 18 年度に、県民、企業経営者、学識経験者および市町職員を構成員とする「施

策・事業仕分け会議」を設置し、県が実施している全ての施策・事業について、その

必要性や実施主体のあり方等の観点から検証して仕分けを行い、その結果を活用して、

県として最終的な見直しを進めていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
取組の紹介 

1 取組の背景 

・ これまでも「財政危機回避のための改革プログラム」などを策定し、行財政改革に

積極的に取り組んできたが、依然として厳しい財政状況にあることから、将来世代に

ツケを残さないためにも県財政の健全化をより一層強力に推進していく必要がある。 
・ また、近年、市町村合併が進展するとともに、ＮＰＯ等による公共的活動が活発化

しており、多様な主体との協働による「新しい官民協働」などの観点から、県の果た

すべき役割を踏まえた抜本的な検証を行い、施策・事業のさらなる見直しを進めてい

くことが必要となっている。 
 
2 取組の具体的内容

・ 平成 18 年度予算に計上された全細目事業について、「廃止すべきもの」、「民間実施

が適当なもの」、「国実施が適当なもの」、「市町実施が適当なもの」、「県実施が適当で

手法等の改善が必要なもの」、「県実施が適当なもの」の 6 つの区分に仕分けを行う。 
(1) 検討組織 

滋賀県施策・事業仕分け会議（1 班 5 名の 3 班体制） 
※ 1 班の構成：県民・企業経営者等 2 名、学識経験者 2 名、市町職員 1 名  
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(2) 検討方法： 
ⅰ) 県の中期計画に係る基本施策を単位として、それぞれの施策に位置づけられて

いる個別の事業について、次の手順で進めていく。 
なお、検討は、2 段階で行うこととしており、第１次検討については、全事業

を対象に、第 2 次検討については、第 1 次検討を受けてさらに詳細検討が必要と

判断された事業を対象に実施することとしている。 
 

① 部局毎に所管する施策・事業の全体的説明  
 

第 1 次検討 
 

② 調書に基づき、事業の内容を説明 
 

③ 仕分け委員から質疑・意見交換 
            

④ 各委員による仕分けの第１次整理 
 
 
 

⑤ 論点に沿って事業所管部局から対象事業を説明  
 

第 2 次検討 
 

⑥ 仕分け委員との意見交換 
 

⑦ 各委員による仕分けの第２次整理 
 

⑧ 対象事業全体を通した総括的意見交換 
 
 

⑨ 各委員による最終的な仕分け結果の整理 仕分け整理

 
 

ⅱ) 作業過程は公開（傍聴者からの意見提出を受け付けるとともに、事業調書等の

資料は、会議終了後、県ホームページへ掲載する） 
 
3 取組の効果

・ 市町村合併の進展やＮＰＯ等多様な主体による公共的活動が活発化する中で、県の

果たすべき役割や県事業のあり方等について外部委員の視点で再検証し、事業そのも

のの必要性や効果的・効率的な事業実施の観点から、より適切と考えられる実施主体

を一旦整理することにより、その検討過程も含め、職員自身が自らの気づきとして活

用し、県としての施策・事業の抜本的な見直しにつなげていくことができる。 
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4 取組中の課題・問題点

・ 平成 18 年度予算に計上された細目事業全てを、「施策・事業仕分け会議」において

個々具体に検討していくことから、検討期間が長期間になってしまう。 
→ このため、施策・事業の仕分けを 3 班体制とし、それぞれ分担して検討を行うよ

うにするとともに、限られた時間の中でより適切な検討ができるよう、2 段階の検

討方式を採用し、第 1 次検討で論点を明確にした上で、第 2 次検討において詳細な

検討を行うことができるようにした。 
 
5 住民の反応・評価

・ 現在、取組を進めているところであり、現時点では「仕分け」作業全体を見通すこ

とができないため、住民の反応や評価は把握できないが、「仕分け会議」の開催に際し

ては、傍聴者もあり、県で実施している事業がどのように仕分けされるのかについて

関心の高さが伺われる。 
 
6 今後の課題

・ 他の主体にかかわる仕分け結果に沿って、その具体化を図っていくためには、該当

する主体との調整も含め具体的な方法等について検討していく必要がある。 
→ 具体的な施策・事業の見直しについては、仕分けの結果を踏まえ、新たに策定を

予定している財政構造改革プログラムに反映していくこととしており、その策定過

程において必要な対応を行っていく。 
 
（参考）当該取組内容の関連ホームページ

http://www.pref.shiga.jp/shingikai/jigyou-shiwake/                
 
 

担当部署：行政経営改革室 
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